
 

公 告 

 隠岐広域連合公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（平成 17年隠岐広域

連合条例第 6号。以下「指定手続等条例」という。）第 2条の規定に基づき指定管理者を指

定するため、指定管理者になることを希望するものを次のとおり募集する。 

 

令和 4年 9月 15日 

 

隠岐広域連合長  池田 高世偉 

 

１ 施設の概要 

 ⑴ 名称 

   レインボープラザ 

 ⑵ 所在地 

   島根県松江市学園 1丁目 8番 8号 

 ⑶ 建物の構造 

   本館：鉄筋コンクリート造地下１階地上 6階 

プロパン庫：鉄筋コンクリート造スレート葺平屋 

 ⑷ 面積 

   延床面積 2,099.71㎡ 

敷地面積 1,843.25㎡ 

 ⑸ 主な施設 

シングルルーム：28部屋、ツインルーム：2部屋、 

デラックスツインルーム：1部屋、和室：2部屋、 

患者等宿泊ルーム：5部屋（洋室 3部屋、和室 2部屋）、大会議室：1部屋、 

小会議室：1部屋、和会議室：1部屋、レストラン、事務室、駐車場：42台 

 

２ 管理運営に要する経費等 

  特別な定めがある場合を除き指定管理者の負担とし、レインボープラザの設置及び管

理に関する条例（平成 14 年条例第 19 号、以下「設置管理条例」という。）第 11 条第 2

項の規定により指定管理者が収受する利用料金その他の収入をもって、当該費用に充て

るものとする。 

 

 



 

 ⑴ 指定管理料 

   指定管理料の額及び支払い方法は、指定管理者が提出する事業計画書及び収支計画

書に基づき、隠岐広域連合と指定管理者とが協議し、毎年度の予算の範囲内で、双方

で締結する協定において定める。 

 

３ 指定管理者を指定して管理を行わせる期間（以下「指定期間」という。） 

  令和5年4月1日から令和10年3月31日までの5年間とする。 

  ただし、地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の2第11項の規定に基づき、当該

公の施設の管理の適正を期するために隠岐広域連合が行う必要な指示に指定管理者が従

わない場合、その他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めると

きは、指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ずる場合

がある。 

 

４ 指定管理者の応募資格等 

  指定管理者に応募しようとするもの（以下「申請者」という。）は、次の⑴から⑺まで

のいずれにも該当すること。 

 ⑴ 島根県内に事務所を置く又は置こうとする団体（以下「団体等」という）であるこ

と。 

 ⑵ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4第1項の規定に該当しない団体

等であること。 

 ⑶ 地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる事実が

ない団体等であること。 

 ⑷ 会社更生法（平成14年法律第154号）、民事再生法（平成11年法律第225号）等の規定

に基づき更生又は再生手続きをしていない団体等であること。 

 ⑸ 隠岐広域連合及び隠岐広域連合の構成団体（島根県、隠岐の島町、海士町、西ノ島

町、知夫村）が行う指名競争入札について指名留保又は指名停止の措置を受けていな

い団体等であること。 

 ⑹ 法人税、法人県民税、法人事業税、主たる事務所が所在する市町村における町村税、

消費税及び地方消費税を滞納していない団体等であること。 

 ⑺ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止に関する法律（平成3年法律第77号）第2

条第2号に規定する暴力団をいう。）又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含

む。）若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にな

い団体等であること。 

 



 

５ 業務の範囲 

  指定管理者が行う業務は次に掲げる業務とし、詳細は別に配布するレインボープラザ

指定管理業務基準書（以下「基準書」という。）によるものとする。 

 ⑴ 施設及び設備の維持管理に関する業務 

 ⑵ 利用の許可に関する業務 

 ⑶ 利用料金の収受に関する業務 

 ⑷ 施設内での朝食提供に関する業務 

 ⑸ その他前各号に掲げる業務に付随した業務 

 ⑹ 利用者サービスに関する業務（自主事業） 

  ・ 管理運営に支障が生じない範囲で指定管理者の責任により実施できる業務 

 ⑺ 広域連合長が必要と認める業務 

 

６ 基準書等の配布期間及び配布場所 

 ⑴ 配布期間 

   令和4年9月15日（木）から10月14日（金）までの毎日、午前8時30分から午後5時15

分までとする。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。 

 ⑵ 配布場所 

   11に記載する場所。また、隠岐広域連合のホームページからもダウンロードできる。 

   （アドレス：https://okikouiki.jp） 

 

７ 現地説明会及び資料の閲覧 

 ⑴ 現地説明会 

  ① 開催日   令和 4年 9月 27日（火）13：00～ 

  ② 開催場所  レインボープラザ 

  ③ 内容    公告及び基準書の説明、施設見学 

  ④ 申込方法  現地説明会参加申込書（別紙 1）に必要事項を記入し、令和 4 年 9

月 22日（木）午後 5時 15分までに、11に記載する場所まで申し込

むこと。（1団体の出席者 2名まで） 

 ⑵ 資料の閲覧 

  ① 閲覧資料  施設図面、過去 5年間の利用実績及び収支実績等 

  ② 閲覧期間  令和 4年 9月 15日（木）から 10月 14日（金）までの毎日、午前 8

時 30 分から午後 5 時 15 分までとする。ただし、土曜日、日曜日及び

祝日を除く。 

  ③ 閲覧場所  11に記載する場所 



 

  ④ その他   閲覧資料のデータ提供を希望する者は、11に記載する場所まで申し

込むこと。 

 

８ 申請の手続 

 ⑴ 提出書類 

   指定管理者指定申請書（様式第 1号）に次の書類を添付して提出すること。 

  ① 事業計画書（様式第 2号） 

  ② 収支計画書（様式第 3号） 

  ③ 定款及び寄付行為の写し及び登記簿の謄本 

  ④ 団体等の前事業年度の貸借対照表、収支計算書及び財産目録 

  ⑤ 団体等の概要を記載した書類 

  ⑥ 役員名簿 

  ⑦ 主たる事務所の所在する市町村の市町村税について、滞納がない旨の証明書 

  ⑧ 指定管理料提案書（別記様式） 

 ⑵ 提出部数 

   正本 1部及び副本 10部（副本は、複写可）。 

 ⑶ 提出場所及び方法 

   11に記載する場所まで郵送又は持参により提出すること。 

 ⑷ 提出期限 

   令和 4年 10月 14日（金）午後 5時 15分までとする。 

   （郵送の場合は書留とし、上記までに必着のこと。） 

 ⑸ 申請にあたっての留意事項 

  ① 申請に係る経費は、すべて申請者の負担とする。 

  ② 提出された書類は、返却しない。 

  ③ 必要に応じて追加資料の提出を求めることがある。 

  ④ 候補者の選定後に関係書類の不知又は不明を理由として異議を申し立てることは

できない。 

 

９ 指定管理者の候補者の選定 

 ⑴ 審査の方法 

   指定管理者の候補者の選定にあたっては、隠岐広域連合公の施設に係る指定管理者

の候補者選定委員会（以下「選定委員会」という。）を設置し、下記の点を基準として

総合的に判断する。 

  ① 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。 



 

  ② 施設の効用を最大限に発揮するものであること。 

  ③ 施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであるこ

と。 

  ④ 施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、

又は確保できる見込みがあること。 

  ⑤ 前 4号に掲げるものの他、隠岐広域連合長が別に定める基準 

 ⑵ 審査の内容 

  ① 応募資格審査 

    提出書類により審査を行い、結果は令和 4 年 10 月 20 日（木）までに申請者に連

絡する。 

  ② 審査方法 

    申請者によるプレゼンテーション及び選定委員会によるヒアリングを行う。 

    プレゼンテーション及びヒアリングは公開とするが、選定委員会による候補者の

選定は非公開とする。また、プレゼンテーションの参加者が他の参加者のプレゼン

テーションを見学することは認めない。 

  ③ 審査日時及び場所 

    令和 4年 10月下旬頃を予定。日時、場所等については、別途連絡する。 

  ④ 審査結果の通知及び公表 

    審査の結果は、書面で通知するとともに、審査内容の概要を隠岐広域連合ホーム

ページ等で公表する。 

  ⑤ 指定管理者として指定されるまでの間に候補者に事故のあるときは、選定されな

かった申請者のうちから新たに候補者を選定することがある。 

 

10 質問事項の受付 

  公告及び基準書の内容に関する質問を次のとおり受け付ける。 

 ⑴ 受付期間 

   令和 4年 10月 7日（金)まで 

 ⑵ 受付方法 

   質疑書（別紙 2）に記入の上、11 に記載する場所までＦＡＸ又は電子メールで提出

すること。 

 ⑶ 回答方法 

   1 週間以内にＦＡＸ又は電子メールで回答する。ただし、質問内容によっては 1 週

間以上かかる場合もある。 

 



 

 

11 問合せ先 

  住  所  〒685-0104 

        島根県隠岐郡隠岐の島町都万 2016番地 

  担  当  隠岐広域連合事務局総務課 木村 

  Ｔ Ｅ Ｌ  08512－6－9150 

  Ｆ Ａ Ｘ  08512－6－3330 

  ＭＡＩＬ  y-kimura@okikouiki.jp 


